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２－１ 収入・所得金額の選択 

  

収入・所得金額を入力します。 

画面の説明を確認し、該当の所得をタップします。 

複数の所得がある方は、該当する所得をすべて入力してくだ

さい。 
 

「給与所得」をタップすると２－２の画面へ遷移します。 

 

 

 
 

「公的年金」をタップすると２－６の画面へ遷移します。 

 

 

 

「雑（その他）所得」をタップすると２－８の画面へ遷移し

ます。 

 

 

 

「一時所得」をタップすると、２－10の画面へ遷移します。 

  

入力した事項が反映された後の画面です。 

 

入力した内容に誤りがある場合は、該当の所得をタップし、

訂正してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての収入・所得の入力の完了後「次へ」をタップすると、

３－１の画面へ遷移します。 
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２－２ 給与所得の源泉徴収票の選択 

  

２－１の画面の「給与所得」をタップすると表示される画面

です。 

 

 

 

 

ご自身の源泉徴収票が、年末調整済みである場合には、年末

調整済み源泉徴収票「＋」をタップし、２－３の画面へ遷移

します。 

※年末調整済みの源泉徴収票の場合、「給与所得控除後の金

額」や「所得控除の額の合計額」に数字が記載されていま

す。 

 

ご自身の源泉徴収票が年末調整済みでない場合には、年末調

整済みでない源泉徴収票「＋」をタップすると、２－４の画

面へ遷移します。 
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２－３ 年末調整済みの給与所得の入力 

 ２－２の年末調整済み源泉徴収票の「＋」をタップすると表

示される画面です。 

 

源泉徴収票に基づき、必要事項を入力します。 

画面の各項目に表示されているA～Kと、源泉徴収票イメージ

図に表示されたA～Kを照らし合わせて入力すると便利です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての事項を入力し、

「入力事項の確認」をタ

ップすると、２－５の画

面へ遷移します。 
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２－４ 年末調整済みでない給与所得の入力 

 ２－２の年末調整済みでない源泉徴収票の「＋」をタップす

ると表示される画面です。 

 

源泉徴収票に基づき、必要事項を入力します。 

画面の各項目に表示されているA～Ｅと、源泉徴収票イメージ

図に表示されたA～Ｅを照らし合わせて入力すると便利です。 

 

 

 

 

 

 

年末調整済みでない源泉徴収票が複数枚ある場合には、 

「もう１件入力する」をタップし、全ての源泉徴収票を入力

します。 

 

全ての源泉徴収票の入力し、「入力内容の確認」をタップす

ると、２－５の下画面へ遷移します。 
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２－５ 入力した給与所得の内容の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３または２－４の「入力内容の確認」をタップすると表

示される画面です。 

 

源泉徴収票の内容と照合し、入力内容に誤りがあれば、「編

集」をタップして訂正を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次へ」をタップすると、２－１の画面へ遷移します。 
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２－６ 公的年金等の入力 

 

 

 

２－１の画面の「公的年金」をタップすると表示される画面

です。 

 

 

 

 

「＋」をタップします。 

 

 

 

源泉徴収票に基づき、必要事項を入力します 

画面の各項目に表示されているA～Ｅと、源泉徴収票イメージ

図に表示されたA～Ｅを照らし合わせて入力すると便利です。 

 

 

 

 

 

 

公的年金等の源泉徴収票が複数枚ある場合には、 

「もう１件入力する」をタップし、全ての源泉徴収票を入力

します。 

 

全ての源泉徴収票を入力し、「入力内容の確認」をタップす

ると、２－７の画面へ遷移します。 
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２－７ 入力した公的年金等の確認 

 

 

２－６の画面で「入力内容の確認」をタップすると表示され

る画面です。 

 

 

 

源泉徴収票の内容と照合し、入力内容に誤りがあれば、「編

集」をタップして訂正を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次へ」をタップすると、２－１の画面へ遷移します。 
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２－８ 雑（その他）所得の入力 

 

 

 

２－１の画面で、「雑（その他）所得」をタップすると表示さ

れる画面です。 

 

 

「＋」をタップします。 

  

 

 

 

 

 

「種目」を選択します。 

 

「収入金額」には、「個人年金の額」や「原稿料の額」などを

支払者ごとに入力します。 

 

「必要経費」には「個人年金の保険料」や、「原稿料を得るた

めに支出した金額」などを入力します。 

 

「源泉徴収税額」には、支払調書や支払通知書に記載された源

泉徴収税額を入力します。 

 

※「収入金額」、「必要経費」および「源泉徴収税額」につい

ては、種目ごとに一括で入力することもできます。 

 

 

「所得の生ずる場所」や「報酬などの支払者の氏名・名称」に

は、個人年金や原稿料などの支払者の住所や名称を入力しま

す。 

※種目ごとに一括で入力する場合には、「●●ほか」と入力し

ます。 

入力する所得が複数ある場合には、「もう１件入力する」を 

タップし、全ての所得を入力します。 

全てを入力し、「入力内容の確認」をタップすると、２－９の

画面へ遷移します。 
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２－９ 入力した雑（その他）所得の確認 

 

 

２－８の画面で「入力内容の確認」をタップすると表示される

画面です。 

 

 

 

入力内容に誤りがあれば、「編集」をタップして訂正を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次へ」をタップすると、２－１の画面へ遷移します。 
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２－10 一時所得の入力 

  

２－１の画面で、「一時所得」をタップすると表示される 

画面です。 

 

 

「＋」をタップします。 

  

 

 

 

 

 

 

「種目」を選択します。 

 

「収入金額」には、その年中に受け取った「生命保険金の額」

などを支払者ごとに入力します。 

 

「必要経費」には、「その年中に受け取った生命保険金に係る

保険料」などを入力します。 

 

「源泉徴収税額」には、支払調書や支払通知書に記載された源

泉徴収税額を入力します。 

 

※「収入金額」、「必要経費」および「源泉徴収税額」につい

ては、種目ごとに一括で入力することもできます。 

 

「所得の生ずる場所」や「支払者の氏名・名称」には、生命保

険金の支払者の住所や名称を入力します。 

 

※種目ごとに一括で入力する場合には、「●●ほか」と入力し

ます。 

入力する所得が複数ある場合には、「もう１件入力する」を 

タップし、全ての所得を入力します。 

全ての一時所得を入力し、「入力内容の確認」をタップする

と、２－11の画面へ遷移します。 
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２－11 入力した一時所得の確認 

 

 

２－10の画面で「入力内容の確認」をタップすると表示され

る画面です。 

 

 

 

入力内容に誤りがあれば、「編集」をタップして訂正を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次へ」をタップすると、２－１の画面へ遷移します。 
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３－1 支出に関する控除の入力 

  

２－１の画面の「次へ」をタップすると表示される画面です。 

画面の説明を確認し、該当する控除をタップします。 

 

 

 

雑損控除をタップすると、３－２の画面へ遷移します。 

※「雑損控除」とは、災害、盗難または横領によって資産に損

害を受けた場合やこれに関連してやむを得ない支出をした場

合の控除です。 

 

医療費控除をタップすると、３－５の画面へ遷移します。 

※「医療費控除」とは、あなたが、あなたや、あなたと生計を

一にする親族のために医療費を支払った場合の控除です。 

 

 

社会保険料控除をタップすると、３－９の画面へ遷移します。 

※「社会保険料控除」とは、あなたが、あなたや、あなたと生

計を一にする親族のために社会保険料を支払った場合の控除

です。 

小規模企業共済等掛金控除をタップすると、３－10の画面へ

遷移します。 

※「小規模企業共済等掛金控除」とは、あなたが、iDeCoなど

の掛金を支払った場合の控除です。 

生命保険料控除をタップすると３－11の画面へ遷移します。 

※「生命保険料控除」とは、あなたが、生命保険や個人年金の

保険料を支払った場合の控除です。 

 

地震保険料控除をタップすると、３－12の画面へ遷移しま

す。 

※「地震保険料控除」とは、あなたが、地震保険の保険料を支

払った場合の控除です。 

 

寄附金控除をタップすると、３－13の画面へ遷移します。 

※「寄附金控除」とは、２千円を超えるふるさと納税や２千円

を超える私立学校への寄附などをした場合の控除です。 

 

 

全ての支出に関する控除の入力の完了後「次へ」をタップする

と、４－１の画面へ遷移します。 
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３－２ 雑損控除の入力 

  

３－１の画面で雑損控除をタップすると表示される画面です。 

 

「災害」、「盗難」、「横領」のいずれかを選択します。 

 

「損害の生じた年月日」を入力します。 

 

「損害を受けた資産の種類」には、「住宅」、「車両」、「家

財」のように入力します。 

 

「損害金額」を入力します。 

※「損害金額」とは、損失を受けた資産の損失直前の時価から

損失直後の時価を差し引いた金額となります（損害を受けた

資産が減価償却資産である場合には、いわゆる簿価ベースで

計算することもできます。）。損害金額は、いわゆる簡便法

で計算することもできます。 

 

「保険金などで補填される金額」には、資産に損害が生じたこ

とにより受領した、「火災保険」や「地震保険」の保険金の額

を入力します。 

 

災害を選択した方のうち「災害関連支出」のある方は、「災害

関連支出」をタップすると、３－３の画面へ遷移します。 

※災害関連支出 

 ・住宅などの取壊し費用、除去費用、原状回復費用 

 ・災害の拡大、発生の防止のための費用 

 

全ての事項を入力した後、「次へ」をタップします。 

・e-Taxの方は、３－４の画面へ遷移します。 

・書面提出の方は、３－１の画面へ遷移します。 

（参考）簡便法 

【住宅に対する損失額の計算】 

・ 損失額 ＝ （住宅の取得価額 － 減価償却費※）× 被害割合※ 

 ※住宅の取得価額が明らかでない場合は、「１㎡当たりの工事費用※×総床面積」で計算します。 

 

【家財に対する損失額の計算】 

・ 損失額 ＝ （家財の取得価額 － 減価償却費）× 被害割合※ 

 ※家財の取得価額が明らかでない場合は、「家族構成別家庭用財産評価額※」を使用します。 

 

【車両に対する損失額の計算】 

・ 損失額 ＝ （車両の取得価額 － 減価償却費）× 被害割合※ 

 

※被害割合等については、国税庁ホームページの「災害により被害を受けられた方へ（所得税及び復

興特別所得税関係）」をご参照ください。 
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３－３ 災害関連支出の入力 

  

 

３－２で、災害関連支出がある場合には、災害関連支出に関す

る事項を入力します。 

 

 

「＋」をタップします。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

災害関連支出の領収証などを基に、必要事項を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力が完了すれば、「入力内容の確認」をタップし、上段の画

面の次へをタップすると、３－２の画面へ遷移します。 
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３－４ り災証明書等の入力 

  

e-Taxの方が、３－２の画面で、次へをタップすると表示され

る画面です。 

 

 

 

 

「＋」ボタンをタップします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

り災証明書等に基づき、必要事項を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力内容の確認をタップします。 

上段の画面に遷移しますので、「次へ」をタップします。 
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３－５ 医療費控除等の選択 

 

 

 

 

 

 

３－１で医療費控除をタップすると表示される画面です。 

 

「医療費控除」か「セルフメディケーション税制」のいずれか

を選択します。 

 

※どちらを選択していいか分からない場合は、「控除額を試算

する」をタップし、控除額を試算します（下段の控除額の試

算をご参照ください。）。 

 

 

選択が完了した後、「次へ」をタップします。 

・医療費控除を選択された方は、３－６の画面へ遷移します。 

・セルフメディケーションを選択された方は、３－８の画面へ

遷移します。 

 

 

３－５で控除額の試算をタップすると表示される画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「支払った医療費の総額」と「特定一般用医薬品等購入費の合

計額」を入力すると、判定結果が表示されますので、控除額の

有利な方を選択してください。 

  



- 17 - 

 

３－６ 医療費控除の入力方法の選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－５で医療費控除を選択した場合に表示される画面です。 

 

 

① スマホ専用画面で医療費控除の明細書を作成する方 

（②と③に該当しない方）は、「①」を選択します。 

② 既に医療費控除の明細書を作成している方は、「②」を選

択します 

③ 医療費通知を活用して、明細書を作成する方は、「③」を

選択します（医療費通知に記載のない医療費がある方も③を

選択します。）。 

 

 ②を選択した方は、 

・「支払った医療費の総額」 

・「生命保険等で補てんされる金額」 

を入力します。 

※医療費控除の明細書は郵送等で提出する必要がありますので

ご注意ください。 

 

③を選択した方は、 

・「医療費通知に記載された医療費の合計額」 

・「令和元年中に実際に支払った医療費の合計額」 

・「生命保険等で補てんされる金額」 

を入力します。 

 

「医療費通知に記載のない医療費の有無」を選択します。 

 

※医療費控除の明細書は郵送等で提出する必要がありますので

ご注意ください。 

 「次へ」をタップします。 

・①を選択した方、または③を選択した方で「医療費通知に記

載のない医療費の有無」で「はい」を選択した方は、３－７

の画面へ遷移します。 

・②を選択した方、または③を選択した方で「医療費通知に記

載のない医療費の有無」で「いいえ」を選択した方は、３－

１の画面へ遷移します。 

  

① 

② 

③ 
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３－７ 医療費の入力 

  

３－６で、 

・①を選択した方 

・③を選択した方で「医療費通知に記載のない医療費の有無」

で「はい」を選択した方 

に表示される画面です。 

 

「＋」をタップします。 

  

 

医療費の領収証に基づき、 

・「医療を受けた方の氏名」 

・「医療費の支払先の名称」 

を入力し、「診療等」の区分を選択します。 

 

※医療費は「病院・薬局」ごとにまとめて入力することもでき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての医療費の入力の完了後、「入力内容の確認」をタップ

し、上段の画面の「次へ」をタップすると、３－１の画面へ遷

移します。 
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３－８ セルフメディケーション税制の入力 

 

 

３－５で、セルフメディケーション税制を選択すると表示され

る画面です。 

 

取組内容の証明書から、 

・「取組内容」 

・「証明書発行者」 

を入力します。 

 

次に、 

① 医薬品の領収書から入力して、明細書を作成する 

② 医薬品の購入合計額のみを入力する 

のいずれかを選択します。 

 

②の方は、「医薬品の購入合計額」等を入力する画面が表示さ

れますので、「医薬品の購入合計額」等を入力します。 

 

①の方が、「次へ」をタップすると、下の画面へ遷移します。 

②の方が、「次へ」をタップすると、３－１の画面へ遷移しま

す。 

  

上段の画面で①を選択した方に表示される画面です。 

 

 

医薬品の領収書から、 

・「薬局などの名称」 

・「医薬品の名称」 

・「医薬品の購入金額」 

・「生命保険などで補てんされる金額」 

を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての入力の完了後「入力内容の確認」をタップし、上段の画

面の「次へ」をタップすると、３－１の画面へ遷移します。 
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３－９ 社会保険料控除の入力 

 

 

３－１で、社会保険料控除をタップすると表示される画面で

す。 

 

「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」で入

力した「社会保険料」は、左記のとおり、自動反映されますの

で、入力する必要はありません。 

 

 

 

給与や公的年金から天引きされていない社会保険料について、

種類を選択して支払保険料の金額を入力します。 

 

 

 

 

 

 

「次へ」をタップすると、３－１の画面へ遷移します。 

 

 

３－１0 小規模企業共済等掛金控除の入力 

 

 

３－１で、小規模企業共済等掛金控除をタップすると表示され

る画面です。 

 

 

「給与所得の源泉徴収票」で入力した「iDeCoなどの掛金」

（源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に内書きされた金額）

は、左記のとおり、自動反映されますので、入力する必要はあ

りません。 

 

小規模企業共済等掛金控除証明書ごとに記載された金額を入力

します。 

 

 

「次へ」をタップすると、３－１の画面へ遷移します。 
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３－11 生命保険料控除の入力 

  

３－１の画面で、生命保険料控除をタップすると表示される画

面です。 

 

「給与所得の源泉徴収票」で入力した「生命保険料控除」は、

入力する必要はありません。 

 

「＋」をタップします 

 

 

 

生命保険料控除証明書に記載された内容に基づき、必要事項を

入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生命保険料控除証明書が複数枚ある場合には、「もう１件入力

する」をタップし、全て入力します。 

 

「入力内容の確認」をタップし、上段の画面の「次へ」をタッ

プすると、３－１の画面へ遷移します。 
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３－1２ 地震保険料控除の入力 

  

３－１で地震保険料控除タップすると表示される画面です。 

 

「給与所得の源泉徴収票」で入力した「地震保険料控除」は、

入力する必要はありません。 

 

「＋」をタップします。 

 

 

 

地震保険料控除証明書に記載された内容に基づき、 

・「保険の種類」 

・「支払った地震保険料の額」 

・「支払った旧長期損害保険料の額」 

を入力します。 

 

※「旧長期損害保険料」とは、平成18年12月31日までに締

結した一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料です。 

 

 

 

 

 

地震保険料控除証明書が複数枚ある場合には、「もう１件入力

する」をタップし、全て入力します。 

 

入力が完了したら、「入力内容の確認」をタップし、上段の画

面の「次へ」をタップすると、３－１の画面へ遷移します。 
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３－14 寄附金控除の入力 

  

３－１の画面で、寄附金控除をタップすると表示される画面で

す。 

 

 

「＋」をタップします。 

  

寄附金の受領証に基づき、 

・「寄附年月日」 

・「寄附金の種類」 

・「支出した寄附金の金額」 

・「寄附先の所在地」 

・「寄附先の名称」 

などの入力等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寄附金の受領証が複数枚ある場合には、「もう１件入力する」

をタップし、全て入力します。 

 

全ての寄附金の入力が完了したら、「入力内容の確認」をタッ

プし、上段の画面の「次へ」をタップすると、３－１の画面へ

遷移します。 
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４－１ 本人に関する控除等の入力 

 次に本人に関する控除等の入力を行います。 

 

画面にある控除の説明を確認し、該当する控除をタップしてく

ださい。 

 

 

寡婦、寡夫控除をタップすると、４－２の画面へ遷移します。 

※「寡婦・寡夫控除」とは、離婚や死別により、寡婦または寡

夫となった方の控除です。 

勤労学生控除をタップすると、４－３の画面へ遷移します。 

※「勤労学生控除」とは、一定の学校の学生で、一定額以下の

勤労による所得がある方の控除です。 

 

障害者控除をタップすると、４－４の画面へ遷移します。 

※「障害者控除」とは、あなたや生計を一にする親族のうちに

障害者の方がいる場合の控除です。 

 

配偶者（特別）控除をタップすると、４－５の画面へ遷移しま

す。 

※「配偶者（特別）控除」とは、あなたの合計所得金額が

1,000万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者で所得

金額が123万円（給与収入ベースで約201万円）以下の者

がいる場合の控除です。 

 

扶養控除をタップすると、４－６の画面へ遷移します。 

※「扶養控除」とは、あなたを生計を一にする16歳以上の扶

養親族がいる場合の控除です。 

予定納税額をタップすると、４－７の画面へ遷移します。 

※「予定納税」とは、前年分の納税額が15万円以上の方が、

本年分の所得税等の一部を予め納めるものです。 

本年分で差し引く繰越損失額をタップすると４－８へ遷移しま

す。 

※「繰越損失額」とは、純損失や雑損失の額で、前年分の申告

で控除しきれなかったものをいいます。 

 

全ての控除の入力が完了し、「次へ」をタップすると、５－１

の画面へ遷移します。 
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４－２ 寡婦、寡夫控除の入力 

 

 

 

 

４－１で「寡婦、寡夫控除」をタップすると表示される画面で

す。 

 

「性別」や「寡婦・寡夫」となった理由を選択します。 

 

 

 

 

 

 

「次へ」をタップすると、４－１の画面へ遷移します。 

４－３ 勤労学生控除の入力 

  

４－１で「勤労学生控除」をタップすると表示される画面で

す。 

 

 

 

通学している「学校名等」を入力します。 

 

 

「次へ」をタップすると、４－１の画面へ遷移します。 

４－４ 障害者控除の入力 

  

４－１で「障害者控除」をタップするとが表示される画面で

す。 

 

障害者の区分を選択します。 

※区分が分からない方は、「障害者の区分が分からない方」を

タップして、区分を確認してください。 

 

 

「次へ」をタップすると、４－１の画面へ遷移します。 
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４－５ 配偶者（特別）控除の入力 

  

４－１で「配偶者（特別）控除」をタップすると表示される

画面です。 

 

・「配偶者の氏名」 

・「配偶者の生年月日」 

・「配偶者の障害者の該当」 

・「配偶者の非居住者の該当（国外居住かどうか）」 

を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者に所得がある場合には、配偶者の所得金額等に必要事

項を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次へ」をタップすると、４－１の画面へ遷移します。 
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４－6 扶養控除の入力 

 ４－１で「扶養控除」をタップすると表示される画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「＋」をタップします。 

  

 

 

 

・「扶養親族の氏名」 

・「続柄」 

・「扶養親族の生年月日」 

・「扶養親族の障害者の該当」 

・「扶養親族の非居住者の該当（国外居住かどうか）」 

を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての扶養親族に関する事項を入力した後、「入力内容の確

認」をタップします。 

上段の画面に遷移しますので、「次へ」をタップすると、 

４－１の画面へ遷移します。 
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４－７ 予定納税額の入力 

 ４－１で予定納税額をタップすると表示される画面です。 

 

 

 

画面に表示される内容を確認し、 

予定納税額の通知書の 

「第１期分」と「第２期分」の「合計額」を入力します。 

 

※予定納税額については、『確定申告のお知らせ』又はあな

たの氏名や納税地の所在地が印字されている申告書用紙が

送付されている方は、そちらにも表示されています。 

また、e-Taxをご利用の方は、メッセージボックスに格納

される申告に関するお知らせから確認することもできま

す。 

 

 

「次へ」をタップすると、４－１の画面へ遷移します。 

４－８ 本年分で差し引く繰越損失額の入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・ 

     ・ 

４－１で「本年分で差し引く繰越損失額」をタップすると表

示される画面です。 

 

 

 

 

平成30年分の確定申告書の第四表の区分を選択します。 

※東日本大震災に係る被災損失額を有している方以外の方

は、「申告書（損失申告用）第四表」（上段）を選択して

ください。 

 

 

 

前年の申告書（損失申告用）に基づき、各年分の繰越損失額

を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

「次へ」をタップすると、４－１の画面へ遷移します。 
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５－１ 住民税等に関する事項の入力 

 ４－１の画面で「次へ」をタップすると表示される画面で

す。 

 

 

 

給与・公的年金等以外の所得の納税方法について、「給与天

引き」か「自主納付」か選択します。 

 

質問に「はい」「いいえ」で回答し、「はい」を選択した項

目について必要事項を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次へ」をタップすると、５－２の画面へ遷移します。 

５－2 計算結果の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申告書の入力の結果、「還付」となる場合に表示

される画面です。 

「還付金の受取方法を選択し、金融機関名等や口

座番号などの必要事項を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申告書の入力の結果、「納付」となる場合に表示

される画面です。 

「税金の延納」の有無、「納付方法」を選択しま

す。 
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５－3 本人情報の入力 

 

 

５－２で「次へ」をタップすると

表示される画面です 

 

画面の案内のとおり本人情報を入

力します。 

 

自動反映されている事項につい

て、誤りがある場合には訂正を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次へ」をタップすると、５－４

の画面へ遷移します。 
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５－４ マイナンバーの入力  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・ 

     ・ 

     ・ 

 

５－３で「次へ」をタップすると表示される画面です。 

 

 

画面の案内に従い、本人・親族の「マイナンバー」を入力しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次へ」をタップすると、５－５の画面へ遷移します。 

５－５ 送信前申告内容の確認 

  

５－４で「次へ」をタップすると表示される画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「帳票表示・印刷」をタップし、確定申告書の内容を確認しま

す。 

 

 

これで「申告書作成編」は終了です。 

 

e-Taxの方は「送信編」へ、書面提出の方は「印刷編」へ進ん

でください。 
 


